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１. はじめに 

 中国特許庁（SIPO）は、特許出願の審査をますます厳しくし、補正についても厳しく対応し

ている状況にあります。このことが、特許出願の登録率の低下の要因となっています。また、覆

審（審判）の段階においても、補正可能な範囲が狭いために、特許が無効にされる割合が高くな

る傾向にあります。 

 これに対し、実用新案登録出願については、実用新案権を侵害した場合に高額な賠償金の支払

が命じられる判例も少なくなく、実用新案制度が見直され高く評価されています。例えば、2009

年に RMB1.5 億（日本円で約 30 億円）で和解したシュナイダー事件以外に、実用新案権に関

する民事訴訟には、たとえば、次の表*1に挙げるようなものがあります。 

 

表１ 実用新案権に関わる民事訴訟 

 

 さらに、日中の実用新案を比較すると、中国では、日本のように高度な注意義務が必要ではな

く、実用新案権の有効性が不確かなままでの権利行使が可能、つまり、権利行使の抑制力が働き

にくい、といった特有の事情もあります。 

 

 こういった中国特有の事情を考慮して、中国への実用新案登録出願はここ数年で急増していま

す。本書では、このような状況を踏まえ、①日中の制度比較、②中国の近時の傾向、をご紹介

します。 
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*1 ソース：LEE & li – KEAVEBの「中国の実用新案制度について」（2014年 8月 27日） 
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